


































訪問看護サービスのご案内（重要事項説明書） 
１． 訪問看護について  

 
 
 
 
 
 
 

 
指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護（以下、「訪問看護」という）は、看護師や理学療法士、作

業療法士等が利用者様のご自宅を訪問し、病気や障害の為に支援を必要とされる方の看護やリハビリを

行うサービスで、介護保険や医療保険で利用できます。主治医の指示やケアマネージャーのケアプラン

に沿って、連携を図りながらご自宅で安心して療養生活が送ることができるよう支援させていただきま

す。訪問看護をご利用いただく際は、主治医から発行していただく訪問看護指示書が必要となります。

訪問看護指示書は当事業所にご提出願います。 
 
２． 事業の目的  
 訪問看護事業の適正な運営を行う為に、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師・理

学療法士・作業療法士等が、病気や障害等によりご自宅において継続して療養支援を必要とする状態に

あり、主治医が訪問看護の必要性を認めた利用者様に、適切な訪問看護をご提供させていただくことを

目的としております。 
 
３．事業の運営方針  
 （１）職員は、利用者様の心身の特性を踏まえ、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、療養生活を支援し、利用者様の心身の機能の維持

回復を目指します。 
 （２）事業の実施に当たっては、居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所、関係市町村、地域の保

健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 
 
４． 訪問看護の内容  
・ 症状の観察、健康管理         ・リハビリテーション 
・ カテーテル等の管理          ・医療機器の管理 
・ 医師の指示による点滴等の医療処置   ・褥瘡や創傷の処置 
・ 食事、排泄、清潔等のケア       ・認知症や精神疾患の看護 
・ ターミナルケア            ・保健、福祉制度等の活用支援 
・ 精神的支援              ・看護、リハビリ、介護方法のアドバイス 
・ 水分、栄養管理            ・ご家族様などの介護を行っている方の支援 
・ 服薬管理               ・住宅改修に関する相談 
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５． 営業日時のご案内  
 ○ 営 業 日   月曜日～日曜日 
 ○ 休 業 日      １２／３１ ～ １／３ 
 ○ 営業時間   ８：３０～１７：３０ 
   ※ 時間外・休業日の訪問についてもご相談ください。介護保険の緊急時訪問看護・医療保険の

24 時間対応体制をお申込の方については、365 日・24 時間緊急対応致します。 
 
６． サービスご利用上でのお願い  
○ 保険証や医療受給者証をご確認させていただきます。これらの書類について更新があった場合、

変更が生じた場合は、お手数ではございますが必ずお知らせください。 
○ 訪問の予定をキャンセルされる場合、予定変更をご希望される場合は、遅くとも前日までにご連

絡をお願い致します。 
○ リハビリのみのサービス利用（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士の訪問のみご利用）はでき

ません。看護師が定期的に訪問することが義務付けられております。 
 
７． 苦情・ご相談について  
 苦情・ご相談・ご要望等は下記又は本書「13.その他 (7)」記載の連絡先までお申し出ください。 
苦情・ご相談・ご要望の内容、ご意向を確認させていただき、速やかに担当者からの状況聴取を行い、

苦情解決にむけて話し合いを行います。また、再発防止に努めてまいります。 
   ≪在宅リハビリ看護ステーションつばさ南仙台 苦情・ご相談窓口≫ 
    電話番号   022－398－8072 
    担 当 者    管理者 石橋 重紀（いしばし しげのり） 
    受付日時   月曜日～金曜日 ９：００～１７：００（祝祭日・12/31～1/3 を除く） 
 
８． 職員体制                                

職種 人数 職務内容 
管理者 常勤 1 名（兼務） 適切な事業運営が行われるよう統括する 

保健師 
看護師 常勤 3 名以上 

(内 1 名管理者兼務) 
訪問看護を担当する 

理学療法士 1 名以上  
作業療法士 1 名以上 リハビリテーションを担当する 

言語聴覚士 1 名以上 ※看護業務の一環として保健師・看護師 
の代わりにリハビリテーションを行う 

総務 1 名  

 
９． 通常の事業実施地域  

仙台市太白区・名取市 
 

１０．緊急時における対応  
 サービス提供中に病状の急変等が生じた場合には、必要に応じて応急処置を行うとともに、主治医へ

の連絡を行い、必要な対応をとらせていただきます。また、ご家族様やケアマネージャー等へ連絡させ



ていただきます。緊急連絡先については、訪問看護契約書第 11 条にて指定していただきます。連絡が

とれるように指定していただきますようお願い致します。 
 
１１．事故発生時の対応  
 サービス提供により事故が発生した場合は、ご家族様・主治医・ケアマネージャー・仙台市等に連絡

を行うとともに、必要な措置をとらせていただきます。また、事故の状況及び事故に際してとらせてい

ただいた処置について記録させていただきます。 
 サービス提供による事故により賠償責任が生じた場合は、当事業者が加入している賠償責任保険にて

対応させていただきます。 
 
１２．事業所の概要  

事業者名称 株式会社ユニバーサル山形 
事業所名称 在宅リハビリ看護ステーションつばさ南仙台 
管理者氏名 石橋 重紀 
事業所住所 宮城県仙台市太白区柳生四丁目 15 番 9 号 
指定事業所番号 0465490340 
TEL 022‐398‐8072 
FAX 022‐398‐8073 
URL（ホームページ） http://www.tbasa.co.jp 

 
１３．その他  
 （１） 利用者様の居宅でサービス提供させていただく際に使用する電気・水道・ガス等の費用は、

利用者様のご負担となりますのでご了承願います。 
 （２） 訪問看護・リハビリをご利用いただく際に、利用者様の主治医の先生から『訪問看護指示書』

を発行していただく必要があります。『訪問看護指示書』を発行していただく際に発生する費

用は利用者様のご負担となりますので、医療機関に直接お支払いしていただきますようお願い

致します。 
 （３） ご利用料金については、口座振替（月末締め、翌 26 日口座振替）にてお支払いをお願い致

します。口座振替日までに残高のご確認をお願い致します。 
     口座振替金融機関に指定はございませんので、普段ご利用になられている口座をお申し出く

ださい。 
 （４）緊急対応について 
     緊急対応が必要な利用者様におかれましては、『訪問看護契約書』にてご契約させていただ

きます。 
緊急対応を希望される利用者様は、介護保険ご利用の場合は緊急時訪問看護、医療保険ご利

用の場合は 24 時間対応体制をご契約願います。 
時間外や休業日等は、事業所の電話にお電話していただきますと、当番看護師の携帯電話に

転送になります。転送になるまで少々お時間を頂戴致しますが職員が電話に出るまでお待ちく

ださい。（365 日・24 時間いつでも連絡がとれる体制となっております） 
電話での相談やアドバイス・訪問・救急車の手配・主治医への連絡等、利用者様の状態・状

http://www.tbasa.co.jp


況に応じご対応させていただきます。 
（５）訪問担当者について 

緊急時の対応、職員が休ませていただく際の対応等から、複数の職員にてご担当させていた

だきます。複数の職員がご対応させていただく為に、職員が同行訪問させていただく場合もご

ざいます。 
また、担当職員の変更等をお願いすることもございます。 
ご協力をお願い致します。 

 （６）当事業所での教育指導について 
     利用者様へのサービス向上の為、職員のスキルアップを図るべく社内外での研修にも力を入

れております。その一環で、職員の同行訪問をお願いする場合がございます。 
     また、後進の専門職育成や、在宅での看護・リハビリの啓蒙及び普及を図ることにより、地

域の社会資源を充実させ、在宅で生活される利用者様が安心して生活できるように県内外の養

成校より実習生の受け入れを行う場合がございます。その際は、実習生の同行訪問をお願いす

る場合もございます。 
     職員・実習生等の同行訪問を行う際は、事前にご相談させていただきますので、ご協力いた

だければ幸いです。 
（７） 虐待防止に関する事項 

当事業所は虐待防止のための対策を検討する委員会を開催し、その結果について職員に周知

徹底を図ります。また虐待防止のための指針を整備し、職員に対して虐待を防止するための研

修を定期的に実施します。新入社員に対して、入社後に指針及び研修の内容等の説明を行いま

す。虐待を受けたと思われる利用者様を発見した場合は、速やかに必要な措置を講じます。 
 （８）苦情相談等 
     苦情・ご相談・要望等については、当事業所の他に下記においても受付を行っております。 
     また、お住まいの市町村が記載されていない場合においても、利用者様のお住まいの市町村

へ相談を行うことができます。 
     次の相談窓口等にご相談いただいた場合においても、利用者様が不利益を被ることはござい

ません。また、当事業所は正当な理由なくサービス提供を拒むことはございません。 
 

□ 宮城県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 
TEL：022-222-7700 

□ 仙台市役所 介護事業支援課 居宅サービス指導係 
TEL：022-214-8192 

□ 仙台市 太白区役所 介護保険課 介護保険係 
TEL：022-247-1111（代表） 

□ 名取市 健康福祉部 介護長寿課 
 TEL：022-384-2111（代表） 

 

























































































































居宅介護支援重要事項説明書 
 
 
１． 事業所・法人の概要   

事業所名  居宅介護支援事業所つばさ南仙台 
所在地 仙台市太白区柳生四丁目 15 番 9 号 
連絡先 TEL：022‐398‐8773 

FAX：022‐398‐8073 
管理者職氏名  所長 眞庭 みか 
介護保険指定番号  第 0475403887 号 
営業日  月曜日～金曜日（祝祭日・12/31～1/3 を除く） 
営業時間  午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 
時間外連絡先 022‐398‐8773（担当者に転送） 

通常のサービス実施地

域 
仙台市太白区・名取市・仙台市青葉区・仙台市泉区・仙台市宮

城野区・仙台市若林区 

法人名  株式会社ユニバーサル山形 
代表者  代表取締役 土屋 和彦 
所在地  山形市青田南 6 番 13 号 西田ビル 2 階 
連絡先  TEL：023‐627‐7011 FAX：023‐674‐0782 
設立年月日  平成 15 年 8 月 13 日 

 
 
２． 事業所の職員体制   

職種 常勤 業務内容 
管理者 1 名（常勤兼務） 事業所の職員管理、業務の調整・実施状況把握等 
介護支援専門員 3 名以上（常勤） 居宅介護支援の提供 
総務 1 名以上（常勤兼務） 事務等 

 
 
３． 事業の目的・運営方針   

事業の目的 介護保険法の理念に基づき、利用者様がその有する能力に応じ自立した生活

を送れるよう、適正な居宅介護支援を提供する 
運営方針 ・ 利用者様が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことが出来るよう居宅サービス計画の作成を行う 
・ 利用者様の意思及び人格を尊重し、公正中立な居宅介護支援を提供する 
・ 介護保険関連法令及びその他関連法令を遵守する 

 



４． 提供する居宅介護支援サービスの内容   
内 容 提供方法 

居宅サービス計

画の作成 

1 利用者様のお宅を訪問し、利用者様やご家族様と面接して情報を収集し、解

決すべき問題を把握します。また、利用者様の被保険者資格と要介護認定の

有無、有効期限を確かめ、要介護認定申請が必要な場合は、必要な援助を行

います。 
2 提供するサービスが目指す目標、目標の達成時期、サービスを提供するうえ

での留意点などを盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。課題分

析は、アセスメントシート及び課題検討用紙の方式により行います。 
3 居宅サービス計画の原案に位置付けた指定サービス等について、保険給付の

対象となるサービスと対象とならないサービス（自己負担）を区分して、そ

れぞれ種類、内容、利用料等を利用者様やそのご家族様に説明し、その意見

を伺います。 
4 居宅サービス計画の原案は、利用者様やご家族様と協議した上で、必要があ

れば変更を行い利用者様から同意を得ます。 

利用者自身によ

るサービスの選

択と同意 

1 利用者様がサービスを選択することを基本に支援します。 
2 地域における居宅サービス事業者が実施するサービスの内容、利用料等の情

報を利用者様やご家族様に提供し、公正中立な立場で利用者様にサービスの

選択をしていただきます。また、希望に応じて複数の事業所を紹介するよう

求めること、及び居宅サービス計画に位置付けた理由を求めることができま

す。 
3 当事業所の居宅サービス計画の訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の利用状況は別紙の通りです。 
居宅サービス事

業者等との連絡

調整・便宜の提

供 

1 居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう居宅サービス事

業者等との連絡調整を行います。 
2 利用者様が介護保険施設等への入所を希望した場合には、利用者様に介護保

険施設等の紹介その他の支援を行います。 
サービス実施状

況の把握・居宅

サービス計画等

の評価 

1 利用者様及びそのご家族様と密に連絡をとり、サービスの実施状況の把握に

努めます。 
2 利用者様の状態について定期的に再評価を行い、利用者様の申し出により又

は状態の変化等に応じて居宅サービス計画の評価、変更等を行います。 

給付管理 
居宅サービス計画の作成後、その内容に基づいてサービス利用票・提供票に

よる給付管理を行うとともに、毎月の給付管理票を作成し、宮城県国民健康保

険団体連合会に提出します。 

相談・説明 
 介護保険や介護に関することについて、幅広くご相談に応じます。通常、相

談は利用者様の居宅又は、事業所内の相談室で行います。 
医療との連携・

主治医への連絡 
1 居宅サービス計画の作成時（又は変更時）やサービスの利用時に必要な場合

は、利用者様の同意を得たうえで、関連する医療機関や利用者様の主治医との



連携を図ります。 
2 入院時には入院先医療機関へ担当ケアマネジャーの氏名等の情報提供をお

願い致します。 

居宅サービス計

画の変更 

 利用者様が居宅サービス計画の変更を希望した場合又は事業者が居宅サー

ビスの変更が必要と判断した場合には、利用者様の意見を尊重し、合意のうえ、

居宅サービスの変更を行います。 

要介護認定にか

かる申請の援助 

1 利用者様の意思を踏まえ、要介護認定の申請に必要な協力を行います。 
2 利用者様の要介護認定有効期間満了の 30 日前には、要介護認定の更新申請

に必要な協力を行います。 

サービス提供記

録の閲覧・交付 

1 利用者様は、サービス提供の実施記録を閲覧し、複写物の交付を受けること

ができます。 
2 利用者様は、契約終了の際には事業者に請求して直近の居宅サービス計画及

びその実施状況に関する書面の交付を受けることができます。 

訪問回数の目安 
1 ヶ月あたり 1 回以上。利用者様の状況等勘案し必要な場合は訪問回数を増

やします。 
業務提供の拒否  事業者は、正当な理由がなく業務の提供を拒否しません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



５． サービスの利用料及び利用者負担 
（１）サービス利用料は次のとおりです。 

   ①当事業所の居宅介護支援（居宅サービス計画の作成・変更、事業者との連絡調整、相談説明等）

については、法定代理受領の場合は利用者様の負担はございません。 
   ②介護保険適用の場合でも、利用者様に保険料の滞納等がある場合には、1 ヶ月あたりにつき、介

護報酬告示上の金額と同じ金額を頂き、当社からサービス提供証明書を発行いたします。サービ

ス提供証明書を市町村の窓口に提出しますと、後日払戻しとなる場合があります。また、滞納期

間によっては全額が利用者様のご負担となる場合もあります。 
（２） 交通費 
  通常のサービス提供実施地域以外の地域に訪問・出張する場合には、自動車利用の場合は、通

常の実施地域を越えた地点から居宅までの距離１km につき 20 円（往復距離×20 円）、公共交

通機関利用の場合は、往復実費分を負担していただきます。 
（３） 利用料・交通費のお支払について 

利用のあった月ごとに集計し、翌月ご請求させていただきますので、請求書受理後お早めにお

支払ください。 
（４） 契約の終了と自動更新について 

   契約の有効期間については、要介護認定の有効期間の満了日で終了することとします。 
  ただし、有効期間の満了 14 日前までに、利用者様から契約を終了する旨の申し出がない場合には、

当事業所は厚生労働省が定める介護サービスの地域区分において 6 級地に所在することから下記

利用料に 4.2％加算されます。 

居宅介護支援費（Ⅰ）(ⅰ） 
要介護１・２ 10,860 円 
要介護３・４・５ 14,110 円 

居宅介護支援費（Ⅰ）(ⅱ） 
要介護１・２ 5,440 円 
要介護３・４・５ 7,040 円 

居宅介護支援費（Ⅰ）(ⅲ） 
要介護１・２ 3,260 円 

要介護３・４・５ 4,220 円 

特定事業所加算(Ⅱ) 4,210 円 
入院時情報連携加算（Ⅰ） 2,500 円 
入院時情報連携加算（Ⅱ） 2,000 円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 2,000 円 
初回加算 3,000 円 

退院・退所加算 (カンファレンス参加 無) (カンファレンス参加 有) 

連携 1 回 4,500 円 6,000 円 
連携 2 回 6,000 円 7,500 円 
連携 3 回  9,000 円 
ターミナルケアマネジメント加算 4,000 円 

通院時情報連携加算 500 円 

同一建物に居住（２０人以上）する利用者へのケアマネジメント 所定単位数の 95/100 を算定 



この契約は次の要介護認定の有効期間が満了する日まで自動更新することとします。 
（５） 契約期間途中での解約 

   この契約は、契約期間中であっても、利用者様の方から解約を希望する 14 日前までにお申し出い

ただければ解約することができます。また、この契約を継続しがたい正当な理由がある場合には、

直ちにこの契約を解約することができます。 
① 解約される場合は、次の事業所への引継ぎ等、利用者様がサービスを滞りなく利用していただく

為の手続きが必要ですので、月末日以外での解約や次の事業者との契約開始日等にご注意ください。 
（６） プライバシーの保護 

   当事業所は、利用者様にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、契

約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。 
   また、利用者様やそのご家族様に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、厳重なる管理の

もと保管し、処分の際にも漏洩防止に注意します。 
   ただし、当事業所がサービスを提供する際に利用者様やご家族様に関して知り得た情報について

は、サービス担当者会議等を行う際に利用する場合があります。 
 
 
６．サービス提供中における事故発生時の対応 
   事業者は、利用者様に対する居宅介護支援サービスの提供により事故が発生した場合は、速やか

に市町村、利用者様のご家族様等に連絡を行うとともに必要な措置を講じます。 
① 事故の発生・発見があった場合は、生命の安全確保を第一に考え行動します。 
② 発見者は、生命の安全確保の為必要な処置をするとともに、状況に応じ、救急車の要請・主治医

への連絡等を行います。 
③ 発見者は、ご家族様及び事業所に事故の概要を報告します。場合によっては、ご家族様に帰宅や

来院の要請をします。 
④ 利用者様・ご家族様に対し、事故の詳細や今後の対応を説明します。 

 
 
７．身分証携行義務 
   介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又はその家族から提示を求めら

れた時は、いつでも身分証を提示いたします。 
 
 
８. 虐待防止に関する事項 

 虐待防止のための対策を検討する委員会を設置し、虐待防止に関する措置を適切に実施するため

の担当者を定めます。また、委員会での検討の結果について従業者に周知徹底を図ります。虐待防

止のための指針を整備し、その指針に従い従業者に対して必要な研修を実施します。虐待を受けた

と思われる利用者様を発見した場合は、速やかに必要な措置を講じます。 
 



９．サービスに対する苦情相談窓口 
   当事業所は、提供したサービスに苦情がある場合、又は作成した居宅サービス計画に基づいて提

供された居宅サービスに関する苦情の申し立てや相談があった場合は、速やかに対応を行います。  
 
  サービスの提供に関して苦情や相談がある場合には、下記までご連絡ください。 

○ 当事業所の苦情相談窓口    
担当者 管理者  眞庭 みか 

連絡先 
TEL：０２２－３９８－８７７３ 
FAX：０２２－３９８－８０７３ 

受付日時 午前 9 時～午後 5 時（土・日・祝日・12/31～1/3 を除く） 
 
○ 介護保険に関する苦情や相談に関しては、当事業所の他に下記相談窓口がございます。 
・ 宮城県国民健康保険団体連合会 
   TEL：022－222－7700 
・ 仙台市役所介護事業支援課ケアマネジメント指導係 

TEL：022－214－8626 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


























































































































































































































































































































